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１ 高砂西港再整備技術専門委員会について

（１） 技術専門委員会の設置趣旨

高砂西港再整備推進協議会報告書（「未来に向けた高砂西港みなとづくり」平成 21 年 4 月）にとりまとめ
られた盛立地対策や港湾整備など、高砂西港再整備を計画的に推進し、将来にわたる住民の安全・安心の確保

と高砂西港再整備に伴う周辺環境への影響低減を実現するため、対策内容に応じた各分野の専門家で構成する

「高砂西港再整備技術専門委員会」を設置する。

（２） 経 緯

平成１７年７月 高砂みなとまちづくり構想の策定（高砂みなとまちづくり構想策定懇話会）

【高砂西港の再整備が構想の先導プロジェクトの一つに位置づけられる】

策定後は、高砂みなとまちづくり構想推進協議会(平成 17年 10月設置)が、高砂みなとま
ちづくり行動計画(平成19年策定)を策定し、関係者役割分担のもと構想を推進している。

平成１９年９月「高砂西港盛立地のＰＣＢ汚染土に係る報告書」（高砂西港盛立地の PCB 汚染土に係る技術

専門委員会）

高砂みなとまちづくり構想を契機に、盛立地の安全性に対する議論が高まってきたため、

高砂市の要請により兵庫県が専門委員会を設置(平成 18 年 6 月)し、盛立地の安全性につ
いての検証を行った。

平成２１年４月「未来に向けた高砂西港みなとづくり」高砂西港再整備推進協議会報告書（高砂西港再整備

推進協議会）

高砂西港及びその周辺が抱える課題について、一体的に検討を行い、住民の安全・安心と

地域の活性化を図ることを目的に、専門家、市民、企業、行政で構成する高砂西港再整備

推進協議会(事務局：兵庫県東播磨県民局)を設置(平成 20年 3月)して、高砂西港周辺の将
来像についての検討を行った。

（３） 技術専門委員会の役割

（基本方針）将来にわたる住民の安全・安心の確保と高砂西港再整備に伴う周辺環境への影響低減を実現

（主な役割）①【盛立地対策の技術検討・指導】高砂西港盛立地の安全性を将来にわたり確実にできる現地

封じ込め対策の技術検討・指導

②【環境影響低減策の技術検討・指導】高砂西港再整備(盛立地対策、港湾整備等)の実施に伴
う、環境影響及び負荷低減策の技術検討・指導

③【環境監視方法等の技術検討・指導】高砂西港再整備(盛立地対策、港湾整備等)の実施中、
実施後の環境監視方法及び監視体制の技術検討・指導

将来にわたる住民の安全安心の確保と
再整備に伴う周辺環境への影響低減を
実現

（参考）大木曽水路の改修
高砂市により今年度、調査
を実施予定

親水空間
盛立地対策、港湾整備の
安全・安心な実施の方向
性が得られた段階で、別
に委員会を設けて検討

港湾整備
施設を有効に活用するため
泊地浚渫（公共埠頭）
泊地埋立（専用埠頭）
を実施

盛立地対策
安全性を確実にするため
Ｃ案(現地封じ込め)を基
本とした安全対策(遮水
性地下土留壁等)を実施

高砂西港再整備技術専門委員会
アクセス計画
アクセス計画については
計画の進捗に伴い、適時
環境影響を検討
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（４）技術専門委員会の位置づけ

高砂西港再整備技術専門委員会は「高砂西港再整備推進協議会」のもとに、今後、設置する「高砂西港みな

と公園(仮称)等検討委員会」と連携を図りながら、協議・検討を進めていくとともに、適宜、高砂西港再整備
推進協議会に検討結果を報告する。

なお、高砂市が検討する大木曽水路の改修計画の動向についても配慮しながら進めていく。

盛立地対策

事業主体
㈱カネカ、三菱製紙㈱
設計監理・施工監理

兵庫県

工法検討

指 導

高砂西港再整備

技術専門委員会

【役割】
①盛立地対策にかかる
技術検討・指導
②環境影響及び負荷低
減策の技術検討・指
導
③環境監視方法等の技
術検討・指導

６名の学識者で構成

高砂西港再整備推進協議会

高砂西港みなと公園(仮称)

等検討委員会

（今後、設置予定）

【役割】
親水空間の整備内容及び
盛立地の活用方法等につ
いての検討・調整

市民・企業・専門家等で
構成予定

高
砂
み
な
と
ま
ち
づ
く
り
構
想
推
進
協
議
会

（
事
務
局

高
砂
市
）

連 携

港湾整備

公共埠頭：兵庫県
専用埠頭：三菱重工業㈱

連携

指 導

兵庫県・高砂市による

環境監視

指 導

連携

（５）技術専門委員会の検討スケジュール（イメージ）

専門委員会

環境調査

盛立地対策

港湾整備

平
成
２
０
年
代
中
期
の
実
現
を
目
標

盛立地対策の実施

港湾整備の実施

周辺環境調査の実施

現地調査及び設計

環境監視（工事中、工事後）

【整備前】
第１ステップ

専門委員会の
設置
環境調査項目
の設定

【整備前】
第２ステップ

現況の環境把握

設計条件の整理

【整備前】
第３ステップ

盛立地対策
等工法案の
検討

【整備前】
第４ステップ

整備に伴う環
境影響の評
価と影響低減
策の検討

【整備中】
第５ステップ

整備中の環境監視項目
の設定と監視結果の評
価・検証

【整備後】
第６ステップ

整備後の環境
監視項目の設
定と監視結果
の評価・検証

盛立地対策等
工法の提案

整備着手 整備完了

平成２１年 平成２２年～ 平成２０年代中期

現地調査及び設計

港湾計画変更・埋立免許許可など法令手続き

盛立地対策、
港湾整備等
の施工計画
決定

大木曽水路の改修（高砂市）
今年度から高砂市により現況調査を実施予定
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２ 盛立地対策について

（１）盛立地対策の現状と方向性（「未来に向けた高砂西港みなとづくり」から）

高砂西港盛立地は、高砂西港の北側に位置する

㈱カネカと三菱製紙㈱の敷地内の、広さ約５ヘクタ

ール、高さ約５ メートル のアスファルトで覆われた人

工の巨大な丘となっており、昭和４０年代後半、高

砂西港の底質土砂からＰＣＢが検出されたことから、

これらを浚渫し、周辺に溶出しないようセメントによ

る固化処理した後、盛り立てたものである。（造成工

事時期：昭和 49年～ 51 年）

また、盛立地の底面および上面にはアスファルト

により被覆をおこない、法面には良質な覆土に芝生

を植生している。

これまで、兵庫県及び高砂市による環境監視など

のもと、土地の所有者である㈱カネカと三菱製紙㈱

が「高砂西港盛立地の管理に関する確約書」（昭和

52年 8月）に基づき、年２回盛立地の周辺の雨水、

地下水、大気について周辺調査を実施するとともに、

高砂市においても年２回同様の周辺調査を実施し

ている。

■ＰＣＢ汚染土に係る技術検討専門委員会

平成１７年７月に「高砂みなとまちづくり構想」がとりまとめられ、

同年１０月には、構想の実現に向けた検討を行うため「高砂みなと

まちづくり構想推進協議会」が設立された。この協議会設立を機に、

盛立地のあり方を検討するための専門家の立場からの知見が必

要であるとの意見があり、高砂市から兵庫県に対し、技術検討専

門委員会の設置について依頼があった。

このため、兵庫県において専門家による「高砂西港盛立地の

ＰＣＢ汚染土に係る技術検討専門委員会」が設置され（平成 18

年 6 月）、盛立地の環境面と構造面に関する安全性について、

技術的な観点から検証が行われ、平成１９年９月に「高砂西港

盛立地のＰＣＢ汚染土に係る報告書」が取りまとめられた。

高砂西港盛立地

① ②南
側

北
側

404.4ｍ

196.4ｍ

浚渫固化土224,000m3 
覆土 59,000m3 

撮影方向①

三菱製紙㈱管理部分
7,000m2

撮影方向②

㈱カネカ管理部分
44,000m2

「高砂西港盛立地のＰＣＢ汚染土に係る技術検討専門委員会」

（平成１８年６月～ 平成１９年９月まで７回開催）

委員長：藤田正憲 大阪大学名誉教授、高知工業高等専門学校長

委 員：金原和秀 岡山大学資源生物科学研究所准教授

：常田賢一 大阪大学大学院工学研究科教授

：野間幸生 国立環境研究所循環型社会・廃棄物研究センター
物質管理研究室長

：道奥康治 神戸大学大学院工学研究科教授

＜盛立地の現状における安全性の確認＞

ＰＣＢを含有する底質土砂を浚渫・固化し、盛立土として封じ

込めてから現在に至るまで３０年以上、ＰＣＢの周辺環境（水

路、海域、地下水、大気、周辺土壌）への漏洩はないこと、盛

立土自体は現状でもアスファルト被覆され、通常時において

構造上の問題はないことから、盛立地の現状における安全性

を確認

＜擁壁補強の必要性＞

盛立地の最外周部に設置されているコンクリート 製の擁壁の

一部について、強度不足があることが判明

擁壁が破損したとしても盛立土の安全性に影響を与えること

はないが、周辺の道路交通の安全性を確保するため、補強が

必要

＜自然災害に対する安全性の検証＞

震度６強以上の大規模地震が発生し、下層地盤が液状化した

場合には、盛立地の斜面の一部が崩壊する可能性があること

が判明

＜恒久対策を提言＞

現時点で周辺環境への漏洩、通常時においての構造上の問

題はないが、さらに盛立地の将来にわたっての安全性をより

確実にするため、「恒久対策」として３つの方策を提言

技術検討専門委員会報告書（平成 19 年 9 月）のポイント
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■「高砂西港盛立地のＰＣＢ汚染土に係る報告書」で提示された恒久対策方法

Ａ 全量撤去対策

受け入れ可能な施設の確保が課題である。また、この対策を採用した場合には、長期にわたり PCB含有固化土

由来の粉じん等が周辺環境へ飛散するリスクは避けられない。

Ｂ 現地分解処理対策

大規模の分解処理施設の建設が課題である。また、この対策を採用した場合には、Ａ対策と同様、長期にわたり

PCB含有固化土由来の粉じん等が周辺環境へ飛散するリスクは避けられない。

Ｃ 現地封じ込め対策

この対策は、PCB 含有固化土由来の粉じん等の周辺環境への飛散リスクがなく、上部被覆と遮水性土留め壁方

式を採用すれば、盛立土の封じ込め効果が高く、大規模地震等に対しても安全性を確保でき、さらに万が一のPCB

漏洩にも対応できる。

現地封じ込め対策は、周辺への影響が少なく、現状で確立された技術であることから、盛立地の対策として適用

可能な技術である。中でも今後想定される大規模地震等にも対応できる「Ｃ２上部被覆＋遮水性地下土留め壁方

式」は、盛立地の安全性をより確実にするものである。

Ａ 全量撤去 Ｂ 現地分解処理 Ｃ 現地封じ込め

工期 ２０年（分解処理＋埋立）
１０年（直接埋立）

工期 ２０年 工期 ２年

費用 １５７０億円(分解処理＋埋立)
４００億円（直接埋立）

費用 １５００億円 費用 ７５億円
（上部被覆４０億円＋遮水性地下土留め壁３５億円)

評価・受入可能な施設の確保が課題
・工事中、長期にわたり粉塵等の周
辺環境への飛散リスクが継続す
る

評価・大規模処理施設の建設が必要
・工事中、長期にわたり粉塵等
の周辺環境への飛散リスクが
継続する

評価・短期間に施工でき、粉塵等が飛
散するリスクはない
・Ｃ２案は大規模地震等に対して
も安全性を確保できる

Ａ１ 盛立土を全量搬出、分解処理し
最終処分場に埋立

Ａ２ 盛立土を全量搬出し、最終処分
場に直接埋め立て

盛立地 搬出 分解 処分場

盛立地 搬出 処分場

掘削場所覆蓋
イメージ

有蓋ダンプ(10ｔ)

B 盛立土を全量掘削、近傍で分解
処理し、現地埋め戻し（又は搬出
し最終処分場に埋立

盛立地 近傍で
分解

現地埋め戻し

搬出 処分場

掘削場所覆蓋
イメージ

Ｃ１ 上部被覆方式

Ｃ２ 上部被覆+遮水性地下土留め

盛立地

上部被覆 盛立固化土

既設アスファルト被覆

不織布
＋遮水シート
＋不織布

覆 土
(良質土)

盛立地

被覆

遮水性地下土留め壁

※いずれの恒久対策をとる場合でも、周辺の擁壁補強は必要となる
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■盛立地対策を進めていく上での方向性 （「未来に向けた高砂西港みなとづくり」から）

高砂西港再整備推進協議会において、住民の安心・安全への配慮を最優先に将来に向けた盛立地のあり方に
ついて議論を進めた結果、安全性・透明性・将来性の３つの観点のもとに、今後の方向性として協議会の意見
は、Ｃ案（現地封じ込め）を基本とした盛立地対策の実施を進めていくことに集約された。

安全性 透明性 将来性

盛立地の将来にわたる安全性を

より確実にすることのできる対

策を実施

住民と情報を共有し理解を深め

ながら、安全で透明性の高い盛

立地対策として実施

未来志向の高砂みなとまちづく

りを見据えた活用を行い、負の

遺産からの転進を実現

高砂西港再整備(盛立地対策)の方向性

安 心 未 来

高砂西港盛立地の将来に向けた安

全性の確保

①全量撤去、現地分解処理と比較し、

粉塵等の環境影響が小さく、かつ地

震を想定した早期の対策実施が可

能で、遮水性能も向上できる現地封

じ込め対策を実施し、盛立地の安全

性を将来にわたり、より確実にする。

②盛立地対策の実施にあたっては、対

策に応じた各分野の専門家で構成

する専門委員会を設置し、工法の検

討、環境面での評価・指導を行うな

ど、住民の安全・安心の確保に努め

る。また、工事の透明性を確保する

ため、県が設計監理・施工監理を行

うとともに、適切な環境監視ができる

体制を構築する。

③盛立地対策後は、県・市主導によ

り、盛立地の適切な管理・監視等を

行うとともに、周辺環境のモニタリン

グを継続実施する。

なお、将来、ＰＣＢ含有固化土を安

全に、かつ合理的なコストで短期に

処理できる技術が開発された場合

は、適用可能性について検討する。

情報を共有し理解を深めながら進め

るまちづくり

①再整備計画策定後も対策・整備事

業の実施にあたり、高砂西港再整備

推進協議会を継続させる。

②盛立地の状況や再整備の進捗状況

等を市民に広く知らせるため、積極

的な広報を進めていく。また同時

に、ＰＣＢの人体への影響などにつ

いても、情報の提供に努める。

③対策・整備事業の実施にあたり、県・

市・企業は、地元住民に対する説明

会を実施していくなど丁寧な説明を

継続し、地元住民との理解を深めな

がら進めていく。

高砂西港盛立地の負の遺産からの

転進

盛立地対策後については、盛立地の

安全性を最優先に、高砂みなとまちづ

くりを見据えた未来志向の活用を行う

べき。

［盛立地活用の基本的な考え方］

①安全性を最優先に活用する。

②過去の歴史を後世に伝えるとともに未

来志向ともなるような活用を進める。

③港湾整備や臨海部周辺と連携し、にぎ

わいのある親水・水辺空間として地域

に貢献できる活用を進める。

④地元地域や環境保全に継続して貢献で

きる活用を進める。

カーバイト滓、盛土（砂、砂礫）

ＰＣＢ含有固化土

砂質土（液状化層）

粘性土（遮水層）

海

遮水性地下土留め壁
のイメージ

遮水性地下土留め壁
（大規模地震による崩壊を防止、遮水性の向上）

擁壁補強
（周辺外周部の擁壁を補強）

上部被覆
（雨水等によるＰＣＢ溶出を防止）

盛立地対策（擁壁補強、Ｃ案[現地封じ込め]のイメージ）
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（２）盛立地対策の技術検討・指導にあたっての基本的な検討事項

盛立地対策については、高砂西港再整備推進協議会報告書において、平成２０年代中期の実現を目標に進め

ることとされている。高砂西港再整備技術専門委員会では、今後、盛立地対策を進めていくうえでの課題等を

踏まえ、以下のような項目について技術検討・指導を進めていく。

技術検討・指導項目

現況把握
・周辺環境の現況調査にかかる調査項目、調査時期、調査位置等の検討【今回検討】

・ボーリング調査など現地調査にかかる調査方法等の検討

対策工法

・土質定数の設定など設計条件の検討

・地震応答解析やすべり変形解析など液状化時の検討

・盛立地対策及び擁壁補強の工法及び構造検討

盛立地対策の技術検討を進めていくうえでの課題

（高砂西港盛立地のＰＣＢ汚染土に係る報告書より）

擁壁補強 擁壁補強は通常技術で対応できるが、工事に際してはＰＣＢ盛立土

に影響を与えないよう慎重に行う必要がある。また、補強が施される

までの間、擁壁の変化の状態を早期に検知し、応急措置をとるための

体制を整えておく必要がある。

上部被覆 不織布及び遮水性シートの選定など上部被覆の構造設計にあたって

は、日常点検の方法や、災害、劣化などにより破損が生じた場合の補

修方法に配慮する必要がある。

遮水性地下

土留め壁

遮水性地下土留め壁を設計施工するにあたっては、土質定数のため

に振動三軸試験を実施し、液状化時の対策のために地震応答解析やす

べり変形解析を実施するなどさらに詳しく調査する必要がある。

環境影響低減策
・対策実施に伴い住居地など周辺環境に与える影響の評価

・環境影響低減策の検討

環境監視方法

・対策実施中、実施後の環境監視方法及び監視体制の検討

・環境監視結果に対する検証

・対策実施後の管理方法等の検討

対策後のモニタリング

について
（高砂西港盛立地のＰＣＢ
汚染土に係る報告書より）

対策後は、現状よりさらに安全性が高められるが、適

切な頻度でモニタリングを継続する必要がある。また新

たに設置する上部被覆シートなどを含め、適切に管理し

ていく必要がある。

遮水性地下土留め壁
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３ 港湾整備について

（１）港湾整備の現状と方向性（「未来に向けた高砂西港みなとづくり」から）

＜公共埠頭＞

高砂西港の公共埠頭は、計画通りの水深(-5.5ｍ)が確保されていないため、貨物船等の利用が制限されることから、

施設が有効に活用されていない状況にある。このため、本来、公共埠頭で取り扱われるべき貨物の多くは、トラックなど

の陸上輸送により、神戸港など他の港へ運ばれており、市街地の交通渋滞やＣＯ２の増加など、環境負荷を与える要

因の一つとなっている。

また、近年、近隣企業から公共埠頭の機能強化に対する要請があり、企業へのヒアリング結果(平成 20 年 4～5 月)

から、計画通りの水深が確保され、内航コンテナ船や貨物船が利用できた場合には、年間約１９万トンの貨物需要が

見込まれている。

＜専用埠頭＞

公共埠頭に隣接する三菱重工業㈱の専用埠頭では、土砂の堆積により、年々 水深が浅くなってきていること、また、

埠頭用地が狭く、ガスタービン 等の大型貨物を荷役する場合、陸上からの積み卸しができず、荷役のたびに起重機船

が必要となるため、荷役効率が悪く、今後の増産体制に対応できなくなってきていることなど、今後の企業活動に大き

な影響を及ぼす可能性がある。

＜親水・水辺空間＞

高砂みなとまちづくり構想において、高砂市臨海部に快適で美しくにぎわいのある水辺空間を創出していくために

更なる水際線の開放が求められているが、高砂西港周辺には、海辺と親しむことができるような親水・水辺空間が少な

く、閉塞した空間となっている。

■港湾整備の方向性

高砂西港盛立地

公共埠頭

専用埠頭

キリンフードテック㈱専用桟橋

㈱カネカ専用桟橋

㈱カネカ専用桟橋

三菱重工業㈱
高砂製作所 ㈱カネカ

高砂工業所

大木曽水路

埋め立て
約3ha 浚渫

約5ha

前出し

浚渫土は
埋立に利用

港湾機能

の強化

【公共埠頭】

・泊地を浚渫して水深(－5.5ｍ)を確保

（浚渫土は埋め立て用材に利用）

【専用埠頭】

・ 泊地を埋め立て、岸壁(－5.5ｍ)を新

設するとともに荷捌き用地等を確保

環境負荷

の軽減

・ 内航コンテナ船や貨物船（499～ 749

総トン）の利用で、陸上輸送から海上

輸送へのモーダ ルシフトが可能とな

り、ＣＯ２年間約１０００トンを削減

水際線の

開放

・ 港湾と親しめる親水・水辺空間(高砂

西港みなと公園(仮称))の整備推進な

どにより、高砂西港の過去の歴史を乗

り越えて、高砂みなとまちづくり構想で

求められる快適で美しくにぎわいのあ

る空間を創出

公共埠頭用地

公共岸壁

高砂西港公共埠頭は計画
どおりの水深が確保され
ていないため、貨物船の利
用が制限され、港湾施設と
して有効な活用がなされ
ていない

専用泊地は土砂の堆積に
より、水深がかなり浅く
なってきている

ガスタービン等の荷役の
たびに起重機船が必要と
なり非効率

専用泊地 専用岸壁
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（２）港湾整備を進めていくうえでの法令手続き等

■関係法令

埋立及び浚渫などの港湾整備にかかる関係法令（港湾法、公有水面埋立法、港測法等）を遵守して、

再整備事業を進めていく必要がある。

【主な関係法令手続き】

①港湾計画変更（港湾法）

専用埠頭の整備にあたっては、港湾管理者（兵庫県）が兵庫県港湾審議会での審議を経て、港湾計

画の変更を行う必要がある。

②埋立免許取得手続き（公有水面埋立法）

専用埠頭の埋立免許取得にあたっては、事業者（三菱重工業㈱）が埋立免許を兵庫県知事(埋立免

許権者)に対して出願した後、内容審査、告示・縦覧、市長・関係機関意見聴取、国土交通大臣認可

などの手続きが行われる。

また、免許出願図書の作成においては、埋立に伴う環境への影響を評価する必要があるため、環境

調査の実施が求められる。

③港内工事作業許可（港則法）

港湾整備予定箇所の海域は、「東播磨港」の港湾区域内にあり、「東播磨港」は、港内における船舶交通

の安全及び港内の整とんを図ることを目的とした法律（港則法）により、「特定港」に定められている。

港則法により特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長（東播磨港長：

加古川海上保安署長）の許可を受けなければならないとされている。

■港湾整備における航行船舶との協議

港湾整備の実施にあたり、周辺海域には漁業権が設定されており、漁業や漁船航行への影響等を十分

に把握する必要がある。近接する岸壁等の使用者とも調整を図りながら事業を進めていく必要がある。

参考：高砂西港周辺における関係漁協

共同漁業権
（尾上・高砂・荒井の３漁協）

共同漁業権
（東二見・西二見・播磨町
別府町・尾上・高砂・荒井の７漁協）
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（３）港湾整備の技術検討・指導にあたっての基本的な検討事項

港湾整備については、高砂西港再整備推進協議会報告書において、公共埠頭における浚渫事業及び専用埠頭にお

ける埋立事業が提案されており、盛立地対策ともあわせて平成２０年代中期の実現を目標に進めることとしている。

高砂西港再整備技術専門委員会では、盛立地対策の技術検討・指導にあわせて、以下のような項目について

港湾整備の技術検討・指導を進めていく。

技術検討・指導項目

現況把握

・周辺環境の現況調査にかかる調査項目、調査時期、調査位置等の検討【今回検討】

・水質、底質、水生生物など現況の海域環境の評価

環境影響低減策
・港湾整備に伴い海域など周辺環境に与える影響の評価

・環境影響低減策の検討

環境監視方法
・港湾整備中、実施後の環境監視方法及び監視体制の検討

・環境監視結果に対する検証

■整備概要（今後、調査・設計を進めていくなかで、詳細な構造、工法等を決めていく)

浚 渫 埋 立

・浚渫範囲：約５ｈａ

・浚渫土量：約５万ｍ3(499～749 総トンの貨物船、コンテナ船

が入港できる水深(5.5ｍ)まで浚渫）

・浚渫土は、専用埠頭の埋立用材として利用

・岸壁：延長 約 140ｍ（水深－5.5ｍ）

・護岸：延長 約 70ｍ

・埋立：面積 約３ha

※海底表層部軟弱地盤の沈下対策（深層混合処理工法による原位置固

化等）についても検討が必要

【護 岸】

延長約 15ｍ

公共岸壁
専用岸壁

埋立エリア（約３ha）

・専用埠頭(エプロン、荷さば

き用地、野積み場等) など
【岸 壁】

延長約 140ｍ

【護 岸】

延長約 55ｍ
親水

緑地

浚渫範囲

埋立範囲

(約 3ｈａ)

公共岸壁（Ｌ＝270ｍ）の構造
（-5.5ｍ対応岸壁として整備済 Ｓ48 年）

浚渫

新設する岸壁及び護岸の想定される構造

注）標高は、港湾工事用基準面（DL）を基準にして表示

▽ +4.00

▽+1.20
▽ HWL+1.60

▽ LWL+0.05

鋼矢板

タイロッド

腹起

鋼矢

腹起

固化処理土
浚渫▽ -5.50

鋼矢板

鋼矢板
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■施工手順（想定)

①埋立エリアにおいて、トレミー船等により敷砂を実施。

②深層混合処理工法等により現地盤を固化。

③鋼矢板等をバイブロハンマにて海上打設し、専用岸壁及び護岸を構築。

④泊地の浚渫を行い、浚渫した土砂は埋立用材に流用。またこの他に、ダンプトラックや土運船等で運搬

してきた埋立用材で埋立。

※工事中の専用岸壁の利用形態についても合わせて検討を行う必要がある。（工事中は公共岸壁を利用す

ることを想定）

①敷砂（埋立エリア） ②現地盤固化処理

③岸壁、護岸構築 ④浚渫、埋立

敷砂

現 地 盤

▽

鋼矢板

クレーン付台船

（バイブロハンマ装着） 浚渫イメージ



- 11 - 

４ 周辺環境の現況調査について

高砂西港再整備（盛立地対策・港湾整備等）を進めていくにあたり、整備事業による周辺環境への影響の

有無を把握するために必要な現況調査（現地調査及び既存調査結果の整理）を実施し、事業実施前の周辺環

境の状況を把握する。

（１）現況調査項目の選定

現況調査項目を選定するにあたっては、整備事業の実施区域及び工事車両等想定運行経路の設定をお

こなったうえで、盛立地対策、港湾整備ごとの工事区分から想定される土地改変や浚渫、工事用重機の

稼動や車両などの環境影響要因を整理した。

これらの環境影響要因から環境影響要素ごとに、必要とする現況調査項目を選定した。

■ 環境影響要因

■ 事業実施区域及び車両等想定運行経路

工 事 区 分 環境影響要因

盛立地対策に伴う改変工事等陸上工事

土木・建設工事用重機の稼働盛立地対策

擁壁補強工事

地下土留壁設置工事

盛立地上部被覆工事 工事に伴う車両等の運行

浚渫等海上工事

作業船舶の稼働
浚渫工事

（公共埠頭）
工事に伴う船舶等の運行

岸壁築造工事等海上工事

土木・建設工事用重機、作業船舶の稼働

港湾整備
埋立工事

（三菱重工業㈱

専用埠頭） 工事に伴う車両、船舶等の運行

車両等想定運行経路
（盛立地対策）（埋立工事）

車両等想定運行経路
（埋立工事）
※三菱重工の構内を通行

船舶等想定運行経路
（浚渫工事）（埋立工事）

事業実施区域
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■ 現況調査項目

環境影響要素 現況調査項目 選定の理由

硫黄酸化物
土木・建設工事用重機、作業船舶の稼働に伴う硫黄酸化物の排出に
よる周辺環境への影響

窒素酸化物

浮遊粒子状物質

土木・建設工事用重機、作業船舶の稼働、工事関係車両等の運行に
伴う窒素酸化物等の排出による周辺環境への影響

降下ばいじん 土木工事、土地改変に伴う粉じん等の発生による周辺環境への影響

大気

ＰＣＢ 盛立地対策の実施に伴う周辺環境への影響

一般環境騒音
騒音

道路交通騒音

土木・建設工事、土木・建設工事用重機の稼働及び工事関係車両等
の運行に伴う騒音の発生による周辺環境への影響

一般環境振動
振動

道路交通振動

土木・建設工事、土木・建設工事用重機の稼働及び工事関係車両等
の運行に伴う振動の発生による周辺環境への影響

水象 潮流 埋立による潮流への影響

海域
一般項目*1、生活環境項目*2 健康項目
等*3

海上工事の実施に伴う水質への影響水
質
地下水、雨水 ＰＣＢ 盛立地対策の実施に伴う水質への影響

海底土砂 ＰＣＢ底
質 浚渫土砂 浚渫土砂判定基準対象物質*4

海上工事の実施に伴う底質への影響

水生生物
藻場生物、魚卵、稚仔魚、動植物プラ
ンクトン、底生生物、潮間帯生物 海上工事の実施に伴う水生生物への影響

＊１ 一般項目：水温、透明度、色相、濁度、クロロフィル aの５項目

＊２ 生活環境項目：環境基本法に基づき、「生活環境の保全に関する環境基準」に定められた生活環境項目のうち

ｐＨ、ＤＯ、ＣＯＤ、ＳＳ、全窒素、全隣の６項目

＊３ 健康項目等：環境基本法に基づき、「人の健康の保護に関する環境基準」に定められた健康項目のうち以下の

２４項目及びﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

ｶﾄﾞﾐｳﾑ、全ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、砒素、総水銀、ｱﾙｷﾙ水銀、PCB、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、四塩化炭素、
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼｽｰ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、ﾁｳﾗﾑ、ｼﾏｼﾞﾝ、ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｾﾚﾝ、硝酸性窒素及び亜硝酸
性窒素

＊４ 浚渫土砂判定基準対象物質：海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた以下の３３項目

銅、亜鉛、フッ化物、ﾍﾞﾘﾘｳﾑ、ｸﾛﾑ、ﾆｯｹﾙ、ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ、ｱﾙｷﾙ水銀、水銀、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、

鉛、有機ﾘﾝ、六価ｸﾛﾑ、ヒ素、ｼｱﾝ、PCB、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、有機塩素化
合物、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、四塩化炭素、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼｽｰ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚ
ﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、ﾁｳﾗﾑ、ｼﾏｼﾞﾝ、ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ、
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｾﾚﾝ、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類
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（２）既存調査結果の整理

兵庫県、高砂市、企業が実施してきたＰＣＢに係る既存調査結果は以下のとおり整理される。

これらの調査は本年度以降も継続して実施される予定である。

■ 大気・水質に係るＰＣＢ調査［高砂市・企業］

昭和５２年より、カネカ、三菱製紙の２社は「高砂西港ＰＣＢ固化汚泥盛立地の管理に関する確約

書」に基づき盛立地及びその周辺のＰＣＢ追跡調査を年２回（秋春）実施している。

また、高砂市においても、昭和５１年より年２回（夏秋）高砂西港等追跡調査を実施している。

対象項目、調査地点等は以下のとおりである。

水 質現地調査項目

調査地点・実施者

大 気

雨水 地下水 海水

時 期 定量下限値

①③ 高砂市 ○ 夏秋

②③ ㈱カネカ ○ 秋春

0.05μｇ/m3

④⑤ 高砂市 ○ 夏秋

④ 三菱製紙 ○ 秋春

⑤ ㈱カネカ ○ 秋春

⑥～⑫ 高砂市 ○ 夏秋

⑪⑫ ㈱カネカ ○ 秋春

⑩ 三菱製紙㈱ ○ 秋春

⑬⑭⑮ 高砂市 ○ 夏秋

0.0005mg/l

・調査地点

⑮

⑭

⑬

⑫

⑪
⑩

⑨

⑧
⑦

⑥

⑤
④

③

②

①

・調査結果

これまでの調査結果、全ての地点で定量下限値未満であった。
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■ 底質に係るＰＣＢ調査［高砂市］

高砂市において、下記の事業実施区域内の３地点において底質のＰＣＢについて年１回（春）の

継続調査を行っている。

調査地点、調査結果は以下のとおりである。

・調査地点

・調査結果

全ての地点で、「底質の処理・処分等に関する指針」に基づくＰＣＢの暫定除去基準値を満足し

ていた。

最近の調査結果 （単位：mg/kg）

年度

調査地点

Ｈ18 Ｈ19 H20 暫定除去

規準

① 0.12 0.12 0.043

② 0.266 0.072 0.072

③ 0.041 0.096 0.044

10mg/kg

①

②

③



- 15 - 

■ 公共用水域の水質測定結果［兵庫県］

兵庫県が公共用水域測定計画に基づき、事業実施区域外の高砂西港港口先で、継続して実施してい

る調査地点、調査結果は以下のとおりである。

項目

調査地点

一般項目 生活環境項目 健康項目 調査時期

○ ○ 毎月高砂西港港口先

○ ４回／年（ 四季）

・調査地点

・調査結果

全ての項目について環境基準に適合している。

最近の調査結果

環境基準が適用される健康項目等(25 項目)のうち、下表の２項目が検出されたがいずれも環

境基準に適合していた。それ以外の項目については検出されていない。

（単位：mg/l）

年度

項目

H17 H18 H19 環境基準

砒素 0.001 0.001 0.001 0.01mg/l

硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素

<0.055～

0.11

<0.055～

0.055

<0.055～

0.09

10mg/l

○×
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（３）現地調査項目及び調査実施時期

現況調査項目のうち、既存調査結果の有無、周辺環境への影響等を考慮して現地調査の必要な項目を

下表のとおり整理した。

現地調査項目のうち、季節変動のある水質（一般項目、生活環境項目）、生物種によって生息時期が異

なる水生生物については、年間の状況を把握するため四季調査を実施する必要がある。

調査時期

現地調査項目
夏 秋 冬 春 備考

大気（硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊

粒子状物質、降下ばいじん、ＰＣＢ）

年間の変動を
把握するため
秋春に実施

騒音（一般環境騒音、道路交通騒音）
気象的に安定
している秋に
実施

振動(一般環境振動、道路交通振動）
騒音測定に合
わせ秋に実施

交通量

年間のうち交
通量の変動の
少ない秋に実
施

水象（潮流）

潮位差の大き
い秋及び潮位
差の少ない夏
に実施

海域（一般項目、生活環境項目）
季節変動があ
るため四季実
施

水

質

海域（健康項目）
季節変動が少
ない項目のた
め秋に実施

底質（浚渫土砂判定基準対象物質）
季節変動が少
ない項目のた
め秋に実施

水生生物

生物によって
生息時期が異
なるため四季
を通じて適時
実施



- 17 - 

（４）現地調査地点

■ 大気

事業実施区域外(住居地周辺)における大気環境の現況を把握するため、盛立地北側の住居地３カ所

において下表調査項目について以下のとおり現地調査を実施する。

・ 調査地点と調査項目

現況調査項目

調査地点

硫黄
酸
化物

窒素
酸化
物

浮遊粒
子状物
質

降下ば
いじん
風向・
風速 ＰＣＢ 時期

① 事業実施区域周辺（住居地） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 秋春

② 事業実施区域周辺（住居地） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 秋春

③ 事業実施区域周辺（住居地） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 秋春

上記調査のほか、高砂市・企業が調査地点△4 、△5 、△6 において、年２回（秋春）ＰＣＢの
継続調査を実施している。

・ 調査地点
【①～③：現地調査地点 △4 ～△6 ：継続調査地点】

△6

① ②

③

△4

△5
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■ 騒音・振動及び交通量

事業実施区域外(住居地周辺)における騒音・振動の現状を把握するため、盛立地北側の住居地周辺

の３カ所において一般環境騒音・一般環境振動について現地調査を実施する。

また、想定される工事車両運行経路沿いの２カ所において、道路交通騒音・道路交通振動及び交通

量について現地調査を実施する。

・調査地点と調査項目

・調査地点

騒音 振動現地調査項目

調査地点
一般環
境騒音

道路交
通騒音

一般環
境振動

道路交
通振動

交通

量
時期

① 事業実施区域周辺（住居地） ○ ○ 秋

② 事業実施区域周辺（住居地） ○ ○ 秋

③ 事業実施区域周辺（住居地） ○ ○ 秋

④ 車両等運行経路沿い ○ ○ ○ 秋

⑤ 車両等運行経路沿い ○ ○ ○ 秋

⑤

④

③

②①
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■ 潮流

事業実施区域付近の潮流の現況を把握するため、港口付近と西港沖の２カ所において現地調査を実

施する。

・調査地点と調査項目

・ 調査地点

現地調査項目

調査地点

潮流 調査時期

① 事業実施区域周辺（港口付近） ○ 夏秋

② 事業実施区域周辺（西港沖） ○ 夏秋

①

②
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■ 水質

事業実施区域内（港内）の水質の現況を把握するため、以下のとおり現地調査を実施する。

・ 調査地点と調査項目

・ 調査地点

【①～②：現地調査地点 △3 ～△12 ：継続調査地点】

現況調査項目

調査地点

一般項目 生活環境項目 健康項目等 時 期

○ ○ 四季
① 事業実施区域（港内）

○ 秋

○ ○ 四季
② 事業実施区域（港内）

○ 秋

兵庫県は事業実施区域外の調査地点△3 において、公共用水域測定計画に基づき通年調査を実
施している。
企業においては「高砂西港ＰＣＢ固化汚泥盛立地の管理に関する確約書」に基づき調査地点△8
～△10 （地下水）△11 、△12 （雨水）において、年２回（秋春）ＰＣＢの継続調査を実施している。
また、高砂市は調査地点△4 ～△10 （地下水）△11 、△12 （雨水）において、年２回（夏秋）ＰＣ
Ｂ濃度の継続調査を実施している。

△4

△6

②

△5

△7 △8
△10  

△9

△12

①

３△

△11  
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■ 底質

事業実施区域の底質の現況を把握するため、事業実施区域内の２カ所において現地調査を実施する。

・ 調査地点と調査項目

・ 調査地点

【①～②：現地調査地点 △3 ～△5 ：継続調査地点】

現地調査項目

調査地点

ＰＣＢを含む浚渫土砂判

定基準対象物質
調査時期

① 事業実施区域（浚渫） ○ 秋

② 事業実施区域（浚渫） ○ 秋

上記調査のほか、高砂市が事業実施区域内の調査地点△3 、△4 、△5 において、年１回（夏）
底質についてＰＣＢの継続調査を実施している。

① ②
△3

△4

△5
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■ 水生生物

事業実施区域内の水生生物の生息現況を把握するため、以下のとおり現地調査を実施する。

・ 調査地点と調査項目

・ 調査地点

※ 詳細な調査箇所については現地調査のうえ決定する

現地調査項目

調査区域

藻場

生物

魚卵 稚仔

魚

動植物

プラン

クトン

底生

生物

潮間帯

生物＊
調査時期

事業実施区域（港内） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※１

＊満潮線と干潮線の間の地帯（潮間帯：1日のうちに陸上になったり海中になったりする部分）に生息する生物

※１ 水生生物については、生物種に応じて生息箇所、時期が異なるため、適時調査を実施する

水生生物調査区域
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